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市民参加条例について
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【関連する資料】

・資料１
・市民参加のリーフレット

市民参加とは・・・

（目的）
第１条 この条例は、安城市自治基本条例（平成21年安城市条例第
24号）第14条の規定に基づき、市民参加の基本的な事項を定めるこ

とにより、市民参加の推進を図り、もって市民が主役の自治
の実現に寄与することを目的とする。

計画・実施・評価
に主体的に関わり、

行動する

安城市 市民

平成23年4月 「安城市市民参加条例」施行
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市民参加条例制定の背景①

（自治基本条例の前文（抜粋））

私たちは、市民が主役の自治の実現を目指し、ここに、

安城市自治基本条例を制定します。

H22.4
自治基本条例
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◆自治基本条例（第14条）
市民参加と協働の推進を図るための基本的な事項については、
別に条例で定めるものとします。

市民参加条例制定の背景②

H23.4
市民参加
条例

H24.10
市民協働
推進条例
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市民参加条例制定のねらい

市が市民参加の手法を用意することを
条例によって義務付ける

市民の市民参加の機会を
保障する

市民参加条例で定られめていることは？

6

～市民参加の対象／除外事項～
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市民参加条例で定められていることは？
～市民参加の方法～

8

市民参加条例で定められていることは？
～意見の集約①／広聴／見直し～
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市民参加条例で定められていることは？
～意見の集約②／広聴／見直し～

１０人

公募市民、学識経験者等で構成

市民参加条例の
運用状況に関すること

市民参加条例の
見直しに関すること

市民参加の実施状況の
評価に関すること

その他市民参加の
推進評価に関すること

審議事項
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市民参加推進評価会議

市民参加条例で定められていることは？
～市民参加評価会議～

（1）無作為抽出で市民を選出する方法の導入
※アンケート以外 （平成23年度から）

例１）市民参加パートナーバンクへの登録者募集

3,000人に郵送 → 119人（4%）申込

例２）第９次安城市総合計画策定のための
市民未来会議への参加者募集

3,000人に郵送 → ２５人（0.8%）申込
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市民参加条例制定後の
市民参加の変化・向上

（３）ｅモニター制度（平成２４年度から）

インターネットと電子メールを利用した登録制のア
ンケート調査 (年間十数回アンケートを実施）

登録人数：1,031人（Ｒ７年度）
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（２）市長との茶話会（平成２３年度から）

お茶を飲みながら、和やかな雰囲気で市長と語り合
う会

年度
平成 令和

23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

団体数 6 6 8 7 7 7 6 7 7 4 5 4 6 5

市民参加条例制定後の
市民参加の変化・向上
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エンパワーメント
講座(57人)

まちづくり人養成
講座修了生(10人)

無作為で抽出された
市民等(135人)

令和7年10月1日現在
パートナーバンク（220人）※重複者あり

シルバーカレッジ
卒業生(18人)

案内

・審議会等への市民公募委員募集の案内
・計画策定等のために実施するワークショップ等への
参加者募集の案内

ユースカレッジ
卒業生(4人)応募

安城市

13

愛知県男女人材育成
セミナー修了生(3人)

（４）市民参加パートナーバンクの設立（平成２７年度から）

市民参加条例制定後の
市民参加の変化・向上

市民参加パートナーバンクの男女比と年齢構成

14

男性

39%

女性

61%

【男女比】 10～19歳

3%

20～29歳

2%

30～39歳

15%

40～49歳

22%

50～59歳

16%

60～69歳

23%

70～79歳

16%

80～89歳

3%

【年齢構成】

市民参加条例制定後の
市民参加の変化・向上

委員募集にバンクを活用した審議会等の数
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年度
平成 令和

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

審議会
の数 9 8 12 8 11 7 7 9 8 8

市民参加パートナーバンクの活用実績

市民参加条例制定後の
市民参加の変化・向上

対象事項 応募者数 対象事項 応募者数

市民協働推進会議 6人 行政改革審議会 5人

指定管理者選定委員会 4人 生涯学習推進計画 2人

農業振興協議会 2人 スポーツ推進審議会 2人

バンク登録からの応募者数
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審議会等における公募市民登用率の推移

市民参加条例制定後の
市民参加の変化・向上
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H23 H25 H27 H29 H31 R3 R5 R7

全ての委員のうち市⺠公募による委員の登⽤率

全ての審議会等のうち公募市民を登用している審議会等

47.2％（R7.4.1時点）

＋5.8ポイント

公募市民の数

74/1,086（人）


